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記載 

例：医療機関等へ受診した場合の被保険者の自己負担３割（窓口負担） 

  治療費総額１０万円の場合 

  過失割合：被保険者０％：相手方１００％の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交通事故等の場合、この７割（保険給付）については交通事故の相手方（損害保険

会社含む）に請求できることになっています。（過失割合に応じて減額あり） 

 例えば、相手方の過失が５０％の場合は、７万円×５０％＝３５，０００円が請求

額（損害賠償請求額）になります。 

被保険者 

被害者 一郎 様 

（負傷） 

相手方 

加害者 太郎 様 

医療機関等 国民健康保険 

（保険者） 

②治療費の７割を請求 

（７万円の請求） 

①怪我の治療及び治療費の 

うち３割を支払う 

（３万円の支払い） 

③治療費７割を支払う 

④治療費の７割の 

損害賠償請求 

（被保険者の過失

が無い場合） 

事故 


